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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷機または複写機を用いたグラフィック出力に適している色記述入力印刷データを、
出力機器の少なくとも１つの出力特性に適合された色記述出力印刷データに変換するため
の方法であって：
・少なくとも２つの色分解版によって彩色されるべき領域の、前記入力印刷データによっ
て定められた色成分と、当該少なくとも２つの色分解版によって形成されるべき色空間値
とを求めるステップと、
・前記色空間値を保ちつつ、前記入力印刷データを出力印刷データに変換するための割り
当て規則を定めるステップであって、当該割り当て規則によって、前記出力印刷データに
よって定められた、前記色空間値を作成する色分解版の面積率の総面積率が、前記入力印
刷データによって定められた色分解版の面積率に対して低減され、かつその際に出力印刷
データの各色分解版の低減される面積率を、入力印刷データの各色分解版の面積率に対し
て個別に修正するステップと、
・当該定められた割り当て規則によって、前記入力印刷データを出力印刷データに変換す
るステップとを有しており、
　前記割り当て規則は計算規則を含んでおり、当該計算規則によって前記出力印刷データ
が前記入力印刷データから計算され、または、前記計算規則によって色値割り当て表が作
成されて当該色値割り当て表によって色記述入力データに色記述出力データが割り当てら
れ、
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　前記割り当て規則の少なくとも１つのパラメータが、前記出力機器の出力特性に依存し
ておよび／または前記出力機器の出力パラメータに依存して調整され、および／または、
前記割り当て規則および／または前記計算規則は基準測定によって求められ、
　前記入力印刷データは第１の数の基本色の色分解版を含み、前記出力印刷データは第２
の数の基本色の色分解版を含んでおり、
　前記基本色の第１の数は前記基本色の第２の数よりも大きい、または、前記基本色の第
１の数は前記基本色の第２の数と等しい、
ことを特徴とする、印刷機または複写機を用いたグラフィック出力に適している色記述入
力印刷データを、出力機器の少なくとも１つの出力特性に適合された色記述出力印刷デー
タに変換するための方法。
【請求項２】
　前記色分解版は基本色、オブジェクトおよび／または個々の画素に割り当てられている
、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記出力特性は、印刷されるべき担体材料の少なくとも１つの材料特性によって、担体
材料の面領域上に加えられる最大インキ量、殊に担体材料の面領域上に印加される最大ト
ナー量の面積率制限によって、および／または、定着ステーションの定着特性によって影
響される、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記出力印刷データによって出力されるべき画像の少なくとも１つの出力特性は、事前
調整および／またはアプリケーションの要求に依存して、有利には自動的に定められ、
　前記アプリケーションは有利にはアプリケーションプログラムまたは印刷機または複写
機によって出力されるべき印刷製品である、請求項１から３までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項５】
　前記出力特性は、出力機器の可能な出力色空間、出力機器の制限された出力色空間、出
力機器の出力色、出力機器の出力色を可能な出力色から選択された少なくとも２つの出力
色へ制限すること、事前に調整された最大総面積率、個々の色の半トーン領域における点
接続の空白、出力機器の少なくとも１つの基本色の最低面積率および／またはモアレの阻
止である、請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記色記述出力印刷データによってあらわされる全ての混合色値は、出力機器の出力可
能な基本色組み合わせによって定められた色空間内にあり、
　前記出力機器は有利には印刷機であり、その基本色はシアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、
イエロー（Ｙ）および黒（Ｋ）である、請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記色記述入力印刷データは、基本色シアン、マゼンタ、イエローおよび黒（ＣＭＹＫ
）を含んでおり、前記色記述出力印刷データは、少なくとも基本色シアン、マゼンタおよ
びイエロー（ＣＭＹ）を含んでおり、黒色は含んでいない、請求項１から６までのいずれ
か１項記載の方法。
【請求項８】
　前記色記述出力印刷データは、前記色記述入力印刷データと比べて、別の基本色、有利
には出力機器の特別色を含んでいる、請求項１から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　基本色シアン、マゼンタ、イエローおよび黒（ＣＭＹＫ）またはシアン、マゼンタおよ
びイエロー（ＣＭＹ）に基づく色記述入力印刷データを、少なくとも１つの特別色または
少なくとも１つの特別色と黒色に基づく色記述出力印刷データに変換する、請求項１から
８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は有利には静電記録式の印刷機又は複写機によって文献を印刷するためのワー
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クフローの構成部分であり、前記方法はワークフロー内で自動的に実施される、請求項１
から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　出力機器を用いたグラフィック出力に適合している色記述入力印刷データを、出力機器
の少なくとも１つの出力特性に適合された色記述出力印刷データに変換するための装置で
あって、
　少なくとも２つの色分解版によって彩色されるべき領域の、前記入力印刷データによっ
て定められた色成分と、当該少なくとも２つの色分解版によって形成されるべき色空間値
とを求める第１の手段と、
　前記色空間値を保ちつつ、前記入力印刷データを出力印刷データに変換するための割り
当て規則を定める第２の手段であって、当該割り当て規則は、前記出力印刷データによっ
て定められた、前記色を作成するための前記色分解版の面積率の総面積率を、前記入力印
刷データによって定められた前記色分解版の面積率に対して低減させ、かつその際に出力
印刷データの各色分解版の低減される面積率を、入力印刷データの各色分解版の面積率に
対して個別に修正する第２の手段と、
　当該定められた割り当て規則によって、前記入力印刷データを出力印刷データに変換す
る第３の手段とを有しており、
　前記割り当て規則は計算規則を含んでおり、当該計算規則によって前記出力印刷データ
が前記入力印刷データから計算される、または、前記計算規則によって色値割り当て表が
作成されて当該色値割り当て表によって色記述入力データに色記述出力データが割り当て
られ、
　前記割り当て規則の少なくとも１つのパラメータが、前記出力機器の出力特性に依存し
ておよび／または前記出力機器の出力パラメータに依存して調整され、および／または、
前記割り当て規則および／または前記計算規則は基準測定によって求められ、
　前記入力印刷データは第１の数の基本色の色分解版を含み、前記出力印刷データは第２
の数の基本色の色分解版を含んでおり、
　前記基本色の第１の数は前記基本色の第２の数よりも大きい、または、前記基本色の第
１の数は前記基本色の第２の数と等しい、
ことを特徴とする、出力機器を用いたグラフィック出力に適合している色記述入力印刷デ
ータを、出力機器の少なくとも１つの出力特性に適合された色記述出力印刷データに変換
するための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出力機器を用いたグラフィック出力に適している色記述入力データを、出力
機器の少なくとも１つの出力特性に適合された色記述出力データに変換するための方法お
よび装置に関する。画像モニターによって表示されるＲＧＢ入力データを、通常の印刷機
によって出力されるＣＭＹＫ出力データに変換するための変換方法は公知である。この既
知の方法では、第１の色モデルの色データが、第２の色モデルの色データに変換される。
ＲＧＢ色モデルの基本色は赤、緑および青である。ＣＭＹＫ色モデルの色は、シアン(Cya
n)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)および黒(Black)である。ここで黒色は、色モ
デルの色混合時にコントラストカラーとして、いわゆるキーカラーとして用いられる。
【０００２】
　各色モデルの基本色によって、減法混色および／または加法混色が行われる。ここで作
成された混合色によって色空間が定められる。通常の多色印刷時には個々の基本色は混合
されず、いわゆる色分解版で連続して、印刷されるべき担体材料上または中間画像担体上
に、色分解版を集めるために印刷される。このために各基本色に対して色分解版が作成さ
れる。色分解版は、この基本色によって彩色されるべき、作成される印刷画像の領域を定
める。個々の色分解版は有利には点ラスター、いわゆる印刷ラスターにおいて僅かに相互
にずらされて印刷される。これによって各色点は、色点の生成に使用される基本色の各画
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素を有する。
【０００３】
　画像モニター表示時および印刷過程時、殊に静電記録方式印刷時の色混合の異なる原理
は次のことを必要とする。すなわち、画像モニターで、ＲＧＢ色モデルの基本色で作成さ
れた、または処理された画像データをＣＭＹＫ色モデルの画像データに変換することを必
要とする。このような変換のために、いわゆるプロファイルが使用される。ここでは元来
の色モデルの混合色に、目的の色モデルの混合色が割り当てられている。このプロファイ
ルは、元来のシステムの混合色と目的のシステムの混合色との多数の色割り当てを有する
典型的な表を含む。特別な出力機器の場合、このプロファイルは出力機器に適合される。
このような適合は、色校正とも称され、いわゆるカラーマネージメントシステム（英語：
Colormanagementsystem = CMS）によって実施される。このようなカラーマネージメント
システムは、色処理に関与する周辺機器の色校正に使用される。このような機器は殊にカ
メラ、スキャナー、画像モニターおよびカラー印刷機である。
【０００４】
　プロファイルを適合させることによって、機器固有の色誤りが修正される。これによっ
て色調は例えばスキャンされた画像、モニターおよび印刷物と一致する。ここでは、色デ
ータを、機器に依存しない色空間（例えばＬＡＢないしＣＩＥＬＡＢ）で規定し、その後
、機器に依存しない色空間における色データを、機器に依存する色空間における色データ
に変換することが可能である。このような機器プロファイルのフォーマットのための正規
化は例えば、ＩＣＣ（International Color Consortium）によって処理され、公開されて
いる。種々のカラーマネージメントシステムは、このようなＩＣＣコンフォーム機器プロ
ファイルを使用している。このようなＩＣＣコンフォームプロファイルによって、特別な
機器プロファイルが作成される。これは種々異なるオペレーションシステムおよびユーザ
ープラットフォームで使用される。これによって殊に画像を、あるオペレーションシステ
ムから別のオペレーションシステムへ伝送することが可能になる。しかも、機器プロファ
イルを変更する必要はない。
【０００５】
　各機器は機器固有の色空間を有している。この色空間は座標系によって定められている
。ここで各基本色には、座標系の軸が割り当てられている。このような色空間の各点は特
定の色を規定する。実際には、上述したＲＧＢ色モデルによる画像モニター用のＲＧＢ色
空間、上述したＣＭＹＫ色モデルによる印刷機用のＣＭＹＫ色空間、ＨＳＢ色モデル（Hu
e, Saturation, Brightness = ドイツ語では: Farbton, Saettigung, Helligkeit)による
ＨＳＢ色空間および国際照明委員会(Internationale Beleuchtungskommision, = CIE)に
よって定められたＣＩＥＬＡＢ色空間が用いられている。ここでこのＣＩＥＬＡＢ色空間
は、人間が認識することのできる全ての色を数字によって表す、規格化された理想的な色
空間である。
【０００６】
　従来技術では、色変換時およびカラーマネージメント時に既に、出力されたデータに相
応する画像を出力する出力機器が定められていなければならない。色記述出力データを、
具体的な出力機器の、特別な、殊に変更された出力特性に適合させることは従来技術では
不可能である。
【０００７】
　本発明の課題は、出力機器を用いて出力されるのに適している色記述入力データを、グ
ラフィック出力に影響を与える、出力機器の少なくとも１つの出力特性に適合された色記
述出力データに変換するための方法および装置を提供することである。
【０００８】
　上述の課題は、請求項１に記載された特徴的な構成を有する方法並びに、請求項１１に
記載された特徴的な構成を有する装置によって解決される。本発明の有利な実施形態は従
属請求項に記載されている。
【０００９】
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　本発明の方法および装置によって、出力されるべきデータの適合を、出力機器を用いた
グラフィック出力に適した色記述データが既に存在する場合にも行うことができる。この
ような色記述データの適合を、複数の処理ステップにおいてシーケンシャルに、および／
または個々の色分解版、オブジェクトおよび／または面領域に対して、別の色分解版、オ
ブジェクトおよび／または面領域に対して並行に行うこともできる。色記述データは有利
には色点毎に、画素毎におよび／またはオブジェクト毎に処理される。オブジェクトは殊
に、特定のオブジェクトに割り当てられた色記述データとしておよび／または画素データ
として、並びに色分解版データとして処理される。
【００１０】
　出力特性は殊に、出力機器の基本色、この基本色を用いて出力機器によって再現される
色空間、印刷されるべき担体材料の再現に影響を与える特性、担体材料の面領域に加えら
れるべき最大インキ量の面積率（Flaechendeckungsbegrenzung）、殊に、担体材料の面領
域に加えられるべき最大トナー量の面積率、および／または定着ユニットの少なくとも１
つの定着特性である。
【００１１】
　本発明の実施形態では、これらの特性も、出力データも印刷データである。これによっ
て、既に例えば印刷データフロー内にある印刷データを選択された印刷機に適合させるこ
とができる。さらにこの実施形態では、複数の印刷機の印刷画像を相互に適合させること
ができ、殊に、１つの印刷機タイプの同じ印刷機の印刷画像を相互に適合させることがで
きる。従って、この印刷機は印刷入力データが同じ場合には、観察者に同じ光学的印象を
与える画像を作成する。
【００１２】
　さらに、本発明のこのアスペクトによって次のことが可能である。すなわち、第１のタ
イプの印刷機の印刷画像を、第１のタイプとは異なる第２のタイプの印刷機の印刷画像に
適合させることが可能である。これによって、この第１の印刷機が見本分解版印刷機とし
て、第２の印刷機のための印刷データないし印刷原本を検査するために使用される。この
ような見本分解版は校正刷とも称され、見本分解版を作成する第１の印刷機は校正刷印刷
機と称される。これによって、印刷画像が変わっていない場合には印刷タスク処理の間に
印刷機を交換することも可能である。これは、はじめに印刷タスクの処理に使用される印
刷機の印刷画像が、印刷タスクの処理に使用される、後続の印刷機の印刷画像に適合され
ることによって行われる。これによって、複数／１つの作成された印刷製品の統一した表
示が可能になる。
【００１３】
　本発明をより良く理解するために、以下では、図面に示された有利な実施例を参照する
。これらの実施例を特定の術語に基づき説明する。しかしながら、本発明の保護範囲はこ
れによって制限されるべきではないことを述べておく。何故ならば、図示した装置および
方法ならびに本明細書に記載されているような発明のこの種の別の用途における変更およ
び更なる修正は当業者の通常の目下の知識または今後の専門知識とみなされるからである
。図面は本発明の実施例を示している。
【００１４】
　図１は、色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力データへの既知の直接的な変
換である。
図２は、カラーマネージメントによる、色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力
データへの既知の変換である。
図３は、本発明の第１のアスペクトに従って、色記述ＲＧＢ入力データから、適合された
色記述ＣＭＹＫ出力データを作成するための装置である。
図４は、本発明の第２のアスペクトに従った、接続された、シーケンシャルに実施される
べき複数の変換過程を用いた、色記述ＣＭＹＫ入力データから適合された色記述ＣＭＹＫ
出力データの作成である。
図５は、図３に示された、色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力データへ変換
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するための装置であって、ここでは色記述ＣＮＹＫ入力データによって既に定められてい
る特定のオブジェクトを供給するために、バイパスが設けられている；
図６は、図４に示された、シーケンシャルに実施されるべき複数の変換過程であり、ここ
では、少なくとも１つの固有のオブジェクトの色記述画像データがバイパスを介して案内
される。これによって、オブジェクトの画像データに対して、出力データを生成するため
に変換の一部分のみが実行される。
図７は、図６に示された装置である。ここでは、バイパスを介して供給される、固有のオ
ブジェクトに対して定められた画像データに対して特別な変換過程が行われる。
図８は、総面積率が低減されている、色記述ＣＭＹＫ入力データのＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力
データへの変換過程である。
図９は、色記述ＣＭＹＫ入力データの、基本色ＣＭＹＫ並びに特別色青の色記述出力デー
タへの変換過程である。
図１０は、色記述ＣＭＹＫ入力データの、色記述Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データへの変換過
程であり、ここでは面積率が一定であり、混合色が同じである。
図１１は、色記述ＣＭＹＫ入力データの、黒色および特別色である青色の色記述出力デー
タへの変換過程である。
図１２は、複数のプリンターの出力のための、色記述ＲＧＢ入力データの色記述ＣＭＹＫ
データへの変換並びに、色記述ＣＭＹＫデータの特別な印刷機に適合されたＣ’Ｍ’Ｙ’
Ｋ’出力データへの後続の、機器固有の変換である。
図１３は、ＣＭＹＫ入力データからＣＭＹＫ出力データへの変換のための、複数の変換部
分プロセスを概略的に示した図である。
【００１５】
　図１は、カラーマネージメントを用いずに、ＲＧＢ入力データをＣＭＹＫ出力データへ
変換するためのブロック回路図を示している。ここでは設定されたプロファイルによって
、混合色をあらわすＲＧＢ入力データが、同じ混合色をあらわすＣＭＹＫデータに変換さ
れる。このＣＭＹＫデータは、出力機器の特定の出力特性に合わせられる。このような設
定されたプロファイルによって、特定の混合色をあらわしている各ＲＧＢ入力データに対
して、相応のＣＭＹＫ出力データが求められる。このプロファイルは、表の形で、および
／またはＲＧＢ入力データからＣＭＹＫ出力データを計算するための式の形で存在してい
る。このようなプロファイルによって、各混合色の実質的に色が正しい再現が、出力機器
を用いたその出力時に得られる。しかしこのような公知の変換時には、印刷物のさらなる
処理時に、安定性、技術的な限界、トナー消費、コストまたは固有の特性に関する印刷機
の特別な要求は考慮されない。
【００１６】
　図２には、ＲＧＢ入力データのＣＭＹＫ出力データへの択一的な変換を伴うブロック回
路図が示されている。ここでＲＧＢ入力データは、正規化されたＣＩＥＬＡＢ色空間のＬ
*ａ*ｂ*データに変換され、引き続き、このＬ*ａ*ｂ*データがＣＭＹＫ出力データに変換
される。このような装置によって、ＩＣＣ（International Color Con-sortium）のＩＣ
Ｃ規格による、色値を最適化するためのカラーマネージメントが可能になる。しかしここ
ではこのような変換時にも、印刷機および／または印刷のさらなる処理の特別な要求は考
慮されない。
【００１７】
　図３には、ＲＧＢ入力データをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データに変換するためのブロック
回路図が示されている。図３に相応してＲＧＢ入力データをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データ
へ変換する場合に、ＲＧＢ入力データは第１の変換段２０において、図２に関連して説明
したようにＣＭＹＫデータに変換される。次にＣＭＹＫデータは第２の変換段３０におい
て、出力機器に適合されたＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データに変換される。ＣＭＹＫデータは
、特定の出力機器の出力特性に適合されるのではなく、殊に特定の印刷機の出力特性に適
合されるのではない。ＣＭＹＫデータは一般的に、多数の種々異なる出力機器に対して等
しく良好に適しており、従って、多くのこれらの多くの出力機器に対して最適化はされて
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いない。ＣＭＹＫデータをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データに変換する場合にはプロファイル
が用いられる。ＣＭＹＫデータは、出力機器によるグラフィック出力に影響を与える、具
体的な出力機器ないし具体的な設定の少なくとも１つの出力特性に適合される。このプロ
ファイルは、ＲＧＢ入力データをＣＭＹＫデータに変換するためのプロファイル、ないし
はＲＧＢ入力データをＬ*ａ*ｂ*データに変換するためのプロファイル、並びにＬ*ａ*ｂ*

データをＣＭＹＫ出力データに変換するためのプロファイルと同様に使用される。これら
のプロファイルは具体的に、表形式で、対になって割り当てられている色値によって、ま
たは割り当て規則によって定められている。
【００１８】
　図３に示された、ＲＧＢ入力データの、Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データへの変換は段階的
に第１の変換段２０および第２の変換段３０で行われる。ここで第１の変換段ではＲＧＢ
画像データがＣＭＹＫ画像データに変換され、第２の変換段ではＣＭＹＫデータがＣ’Ｍ
’Ｙ’Ｋ’出力データに変換される。第２の変換段３０の変換過程によって、殊に、出力
される画像全体、殊に印刷画像の最大インキ印加または平均インキ印加も制限することが
できる。さらに、出力機器による出力時には、この画像への固有の要求が考慮される。こ
の要求は、出力される画像のさらなる処理のために必要である。従って例えば次のことを
設定することができる。すなわち、少なくとも１つの基本色に対して、フルトーンとして
の、すなわち１００％の面積率でのこの基本色の使用が許可されないように設定すること
ができる。これは殊に、担体材料のさらなる処理時に溝が切られる印刷画像が担体材料上
に生成される場合に有利である。
【００１９】
　さらに、重畳印刷時の特に問題な面積率組み合わせが排除される。このような問題な面
積率組み合わせとは、色点および／または画素において重なって印刷されている全ての基
本色の特に高い最大総面積率である。第２の段階３０の付加的な変換過程によって、印刷
方法の長時間安定性への特別な要求も考慮される。種々異なる印刷条件下での固有の特性
も考慮される。これは殊に、担体材料の材料特性から、例えば印刷されるべき紙の材料特
性から、画像形成プロセス時の彩色過程からおよび印刷ジョブの様式から生じる。第２の
変換段３０において実施される変換過程による色調整の所期の適合も行われる。これによ
って、出力された画像はより明るく、より暗く、より鮮やかに、インキが低減されて、コ
ントラストが高く、コントラストが低く、および／または次のように出力される。すなわ
ち、基本色および／または混合色が特に強調されて、出力された画像がこの色の色合い、
例えば緑の色合いを有するように出力される。このような適合は、適切なプロファイルを
有する変換過程を選択することによって、具体的な出力タスクに対して所期のように調整
される。
【００２０】
　図４には、ＣＭＹＫ入力データのＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データへの、多段変換のためのブロ
ック回路図が示されている。この変換は、ＣＭＹＫ入力データをＣ（１）、Ｍ（１）、Ｙ
（１）、Ｋ（１）データに変換する第１の変換段３２で行われる。ここでこのＣ（１）、
Ｍ（１）、Ｙ（１）、Ｋ（１）データは、第２の変換段３４で、Ｃ（２）、Ｍ（２）、Ｙ
（２）、Ｋ（２）データに変換され、場合によって、さらなる変換段において別のＣＭＹ
Ｋデータに変換される。これはこのデータ第３の変換段３６においてＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出
力データに変換する前に行われる。従って、図４に示された実施例では、ＣＭＹＫ入力デ
ータの複数の変換過程の接続が、このＣＭＹＫ入力データを複数の段階でＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ
’出力データにシーケンシャルに変換することによって行われる。ＣＭＹＫ入力データは
有利にはカラーマネージメントシステムによって生成される。
【００２１】
　図５にはブロック回路図が示されており、このブロック回路図によって、ＲＧＢ入力デ
ータが、図３と同じように、第１の変換段２０でＣＭＹＫデータに変換される。このＣＭ
ＹＫデータは以降で、第２の変換段３０においてＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換される。
既に色記述ＣＭＹＫデータによって定められている個々のオブジェクトの場合には、第１
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の変換段２０は必要ではなく、直接的に第２の変換段３０に供給される。このオブジェク
トのＣＭＹＫデータはこの場合には、ＲＧＢデータから生成されたＣＭＹＫデータととも
に、第２の変換段３０に供給され、Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換される。特定のオブジ
ェクトのＣＭＹＫデータは、ＲＧＢデータから、第１の変換段２０の変換過程によって作
成されたＣＭＹＫデータに有利には重畳される。従って特定のオブジェクトのＣＭＹＫデ
ータは第２の変換段３０に、バイパスを介して第１の変換段２０を迂回して供給され、第
１の変換段２０から出力されたＣＭＹＫデータと同じように、第２の変換段３０において
Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換される。
【００２２】
　図６に示された実施例では、ＣＭＹＫデータは、図４に示された複数の変換段３２、３
４、３６におけるのと同じように、シーケンシャルにＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換され
る。ここで図６の実施形態では、バイパスが少なくとも１つの特別なオブジェクトに対し
て設けられている。これはＣＭＹＫデータによってあらわされる。オブジェクトのＣＭＹ
Ｋデータは、変換段３２および３４の変換過程によって変換されるのではなく、変換フロ
ーにはじめて、変換段３４の後に、かつ変換段３６の前に供給される。ここでこれは変換
段３２および３４によって変換されたＣ（２）、Ｍ（２）、Ｙ（２）、Ｋ（２）に重畳さ
れる。相互に重畳されたデータは次に、変換段３６によってC’M’Y’K’データに変換さ
れる。第１の変換段３２に供給されるＣＭＹＫデータは有利には、カラーマネージメント
システムによって作成される。これによって、カラーマネージメントシステムによって出
力されるＣＭＹＫデータが、入力データとして変換段３２に供給される。
【００２３】
　図７には、図６の装置が示されている。ここでは、バイパスを介して供給される、特別
なオブジェクトをあらわすＣＭＹＫデータを変換させるためのさらなる変換段３６がバイ
パス路内に設けられている。これによって特別なオブジェクトのＣＭＹＫデータが特別に
変換される。これは、オブジェクトをあらわすデータが、変換段３４によって出力される
C（２）、M（２）、Y（２）、K（２）データと重畳される前に行われる。その後、変換段
３６によってＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換される。択一的または付加的に、別の変換段
を設けることができる。この変換段は、バイパスを介した別のＣＭＹＫデータに供給する
前にＣＭＹＫデータを変換するための変換段である。すなわち第１の変換段３２および／
または第２の変換段３４の前または後に配置された段である。さらに、別の変換段を変換
段３６の前または後に設けることが可能である。これによって、全体的なCMYKデータを、
バイパスを介して供給されたＣＭＹＫデータを含めて、別の変換段および変換方法に供給
することができる。変換段３８によって行われる、特別なオブジェクトのＣＭＹＫデータ
の変換も、択一的に、シーケンシャルに処理される複数の変換段において行うことができ
る。
【００２４】
　同様に、図４および図６の実施形態において、ＣＭＹＫデータを変換するための変換段
を設けることができる。これは相互に処理される。ＣＭＹＫデータのこのようなシーケン
シャルな変換時には、第１の変換段３２のＣＭＹＫ出力データが、以降の第２の変換段３
４等の入力データとして使用される。
【００２５】
　図８には概略的に、変換段４０を用いた、ＣＭＹＫ入力データの、Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出
力データへの変換が示されている。変換段４０を介したＣＭＹＫ入力データの、Ｃ’Ｍ’
Ｙ’Ｋ’データへの変換を、図３から図７に関連して説明したのと同じように、複数の中
間段階で実施することができる。ＣＭＹＫ入力データに従った基本色の色分解版の面積率
はそれぞれ１００％である。従ってこのようなＣＭＹＫ入力データによって作成された印
刷画像の、混合色の総面積率は４００％になる。ＣＩＥＬＡＢ色空間において、この色値
はＬ*＝８、ａ*＝－３およびｂ*＝４に相当する。変換段４０によって、Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ
’出力データによって生成された印刷画像の混合色の、Ｌ*＝８、ａ*＝－３およびｂ*＝
４のＣＩＥＬＡＢ色空間値を保つ場合、シアン、マゼンタ、イエロー、黒の面積率が低減
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される。ここでシアン（Ｃ’）は６３％の面積率を有し、マゼンタ（Ｍ’）は６７％の面
積率を有し、イエロー（Ｙ’）は４０％の面積率を有し、黒（Ｋ’）は１００％の面積率
を有する。このようなＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データによって作成された印刷画像に対して
、２７０％の総面積率が得られる。従って変換段４０によってＣＩＥＬＡＢ色空間におけ
る色値が同じ場合には、面積率は４００％から２７０％に、１３０％だけ低減される。例
として挙げたＣＭＹＫ色値ないしＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’色値は、この特別な色値を有する少な
くとも１つの色点または画素に関係している、ということに留意されたい。
【００２６】
　変換段４０は殊に出力機器の色表現、基本色を特別に印刷されるべき担体材料上に再現
するときの基本色の実際の色値および出力機器のこの特別な基本色によって作成される混
合色の色値を考慮する。この変換段４０によって、具体的なアプリケーションの特別な要
求が付加的または択一的に考慮される。この要求は殊に総面積率、個々のインキの中間色
領域における点接続（Punktschluessen)の空白、個々のインキの最低面積率、モアレの回
避等に関する。
【００２７】
　図９にはＣＭＹＫデータをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’データに変換するための変換段４２が示さ
れている。ここでＳは特別色の青である。図９において示された実施例では、変換段４２
によって、シアンが９１％の面積率を有し、マゼンタが７１％の面積率を有し、イエロー
が１％の面積率を有し、黒が３６％の面積率を有する混合色が、シアンが４％の面積率を
有し、マゼンタが３％の面積率を有し、イエローが１％の面積率を有し、黒が２０％の面
積率を有し、特別色の青が９０％の面積率をする混合色に変換される。この変換を、図８
に関連して既に説明したように、複数の部分段階で行ってもよい。従って、具体的な出力
機器において存在する特別色の青は、混合色の出力のためにも使用される。これによって
、出力機器の使用可能な色空間が、この具体的な特別色に依存して拡大され、同時に具体
的な混合色に対する総面積率が１９９％から１１８％に低減される。
【００２８】
　図１０には、ＣＭＹＫデータをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データに変換するためのブロック
回路図が示されている。ここでは、入力データによって作成された混合色の面積率と、出
力データによって作成れた混合色の面積率は同じであり、変換段４４によるＣＩＥＬＡＢ
色空間における色値は同じである。入力画像データは、シアンの５０％の柄面積率、マゼ
ンタの６９％の面積率、イエローの５２％の面積率および黒の７９％の面積率をあらわす
。出力画像データは、シアンの４４％の面積率、マゼンタの６３％の面積率、イエローの
４６％の面積率および黒クの９７％の面積率をあらわす。従って変換段４４によるこの変
換によって、シアン、マゼンタ、イエローの面積率はそれぞれ低減される。ここで、ＣＩ
ＥＬＡＢ色空間におけるＬ*＝２０、ａ*＝０およびｂ*＝０の同じ混合色が作成される。
インキ黒の割合は高められる。殊に、静電記録方式の印刷機の場合には、黒色の着色料な
いし黒色のトナーは、シアン、マゼンタおよびイエローのトナーよりも廉価であり、従っ
て、変換段４４によるこの変換によってコストを省くことができる。従って殊に問題であ
る、使用されている基本色の面積率組み合わせが、廉価な組み合わせに変換される。
【００２９】
　図１１には、ＣＭＹＫデータをＫデータ、Ｓデータに変換する、すなわち黒色および具
体的な特別色の青の色記述データに変換するための変換段４６のブロック回路図が示され
ている。シアンが９１％の面積率を有し、マゼンタが７１％の面積率を有し、イエローが
１％の面積率を有し、黒が３６％の面積率を有する入力データは、黒が２０％の面積率を
有し、特別色の青が９０％の面積率を有する色記述出力データに変換される。２０％の黒
色の面積率と、９０％の青色の面積率とから成る混合色は、観察者に、ＣＭＹＫ入力デー
タによって作成された混合色と類似した光学的印象、殊に類似した輝度印象を与える。こ
のような変換は殊に、２色による、すなわち黒と特別色の印刷機によるフルカラー画像の
出力時に必要である。このような２色印刷は、ハイライトカラー印刷とも称される。黒の
代わりに、第１の特別色とは異なる第２の特別色を用いることができる。さらに、このよ
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うなハイライトカラー印刷ではインキ黒と別の入力基本色、例えばシアン、マゼンタ、イ
エローを第２のインキとして使用することができる。３つまたは４つのまたはそれより多
くの色を用いるハイライトカラープリントも可能である。ここではシアン、マゼンタ、イ
エローまたは黒のうちの少なくとも１つの色が印刷機による出力に使用されない。
【００３０】
　図１２には、印刷に依存しない変換段５０および印刷機固有の変換段５２、５４による
、出力機器として選択された印刷機に、ＲＧＢデータを変換するための回路図が示されて
いる。この実施形態では、いわゆる校正刷り印刷機と称される第１の印刷機Ａおよび高性
能印刷機として構成されている第２の印刷機Ｂが、印刷画像の出力のために選択される。
ＲＧＢ画像データは第１の変換段５０において、ＣＭＹＫデータに変換される。このＣＭ
ＹＫデータは第２の変換段５２に供給され、Ｃ’（Ａ）、Ｍ’（Ａ）、Ｙ’（Ａ）、Ｋ’
（Ａ）データが作成される。これはこの場合には校正刷り印刷機Ａによって出力される。
【００３１】
　高性能印刷機Ｂによる出力のために、変換段５０によって出力されたＣＭＹＫデータは
第２の変換段５４に供給される。これは、ＣＭＹＫデータから、Ｃ’（Ｂ）、Ｍ’（Ｂ）
、Ｙ’（Ｂ）、Ｋ’（Ｂ）データに変換され、高性能印刷機Ｂによる出力に適合されてい
る。第２の変換段５４に作成されたＣ’（Ｂ）、Ｍ’（Ｂ）、Ｙ’（Ｂ）、Ｋ’（Ｂ）デ
ータは、印刷機Ａ、Ｂ自体によって、具体的には印刷されるべき担体材料または担体材料
の前処理または後処理によって生じる少なくとも１つの出力特性に適応されている。ＣＭ
ＹＫデータをＣ’（Ａ）、Ｍ’（Ａ）、Ｙ’（Ａ）、Ｋ’（Ａ）に適合させる第２の変換
段５２はデータを次のように変換する。すなわち、Ｃ’（Ａ）、Ｍ’（Ａ）、Ｙ’（Ａ）
、Ｋ’（Ａ）データを用いて印刷機Ａによって、Ｃ’（Ｂ）、Ｍ’（Ｂ）、Ｙ’（Ｂ）、
Ｋ’（Ｂ）データを用いて印刷機（Ｂ）によるのと同じ印刷結果が得られるように変換す
る。従って、出力色データへの、入力色データの変換は次のように使用される。すなわち
、１つまたは複数のシリーズないし１つまたは複数のチャージにおける複数の印刷機が相
互に調整され、従って種々異なる印刷機または印刷機タイプが入力データに関してコンパ
チブルにされるように変換する。これによって、統一したプロファイルを第１の変換段５
０において処理することが可能になる。第２の変換段５２、５４によるＣＭＹＫデータの
処理はこの場合には印刷機自体の制御ユニット内で行われ、ＣＭＹＫデータへのＲＧＢデ
ータの変換は、事前プロセスにおいて変換段５０によって、殊にカラーマネージメントシ
ステム、アプリケーションプログラムまたは印刷サーバーにおいて行われる。
【００３２】
　上述した変換によって調整時には、同じタイプの複数の印刷機または複写機の印刷画像
が相互に適合するように調整される。同じタイプの印刷機または複写機は殊に、製造者の
同じ型式の印刷機である。同じタイプの印刷機または複写機の印刷画像の調整は有利には
、印刷機固有のプロファイルによって行われる。同じように、第１のタイプの第１の印刷
機または第１の複写機の印刷画像は、第２のタイプの第２の印刷機または第２の複写機に
適合される。第２の印刷機または第２の複写機は有利には、第１の印刷機または複写機と
は異なる構造様式を有している。殊に、第１の構造様式の第１の印刷機または第１の複写
機は第１の製造者によって製造され、第２の印刷機または第２の複写機は第２の製造者に
よって製造される。
【００３３】
　図１３には、ＣＭＹＫ入力データをＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データに変換するための変換
段５６～６２が示されている。ここでは次のことが示されている。すなわち、個々の変換
段５６～６２を任意の適切な順番で相互に組み合わせ、この適切な順番でシーケンシャル
に順次処理することが可能であることが示されている。従って入力データを出力データに
変換することは、接続されている複数の部分プロセスによって行われる。これらの部分プ
ロセスは個々にまたはグループ毎に、適切な変換段５６～５２を実施する別のプロセスと
交換可能である。
【００３４】
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　個々の変換段および変換プロセスによって使用されるプロファイルをＩＣＣプロファイ
ルとして格納することができる。ここでは個々の段階においてＩＣＣプロファイルおよび
、非ＩＣＣコンフォームプロファイルが相互に組み合わされる。すなわち、シーケンシャ
ルに連続して処理される。ＩＣＣコンフォームプロファイルと、非ＩＣＣコンフォームプ
ロファイルとの組み合わせは、バイパスを介して供給された色記述データの処理時にも可
能である。択一的または付加的に、データを変換するためのプロファイルを、個々の段に
おいて、式ないし方程式の形で格納することができる。ここでこれは各式を記述する関数
によって、例えば基準測定を用いて求められる。データの変換は、画像出力のためのワー
クフローにおいて、有利にはデータ検出と印刷画像の半トーンラスタリング、殊に個々の
基本色の色分解版の半トーンラスタリングとの間で行われる。ここで個々の変換段におい
てデータを変換するための具体的な調整はユーザにとってはアクセス可能にされていない
。ここでワークフローにおける色データの変換は固定的に組み込まれている。従ってこの
変換はユーザによって移行されない。実施形態によっては個々のまたは複数の変換は、色
空間における特定の色領域にのみ作用する。しかもデータを別の領域に変更する必要はな
い。この方法は殊に、総面積率を制限するために使用される。択一的に、入力データは、
使用可能な色空間の全体的な色領域にわたって適合され、相応の出力データが生成される
。
【００３５】
　本発明の変換によって、上述のように、特定の数の基本色、例えば４つの基本色シアン
、マゼンタ、イエロー、黒に基づいている色記述入力データも、他の基本色またはより少
ない数の基本色、例えば基本色シアン、マゼンタおよびイエローに基づく色記述出力デー
タに変換することができる。
【００３６】
　本発明の方法および装置を用いて、本発明の変換によって、容易に、出力機器の具体的
な特性および／または、作成されるべき印刷画像への要求および／または作成されるべき
プリント製品への要求が考慮される。これによって特別に、この要求に適合した印刷デー
タが作成される。従って印刷機に供給されるデータの適合は、伝送特性の純粋な色測定法
による適合を越えている。殊に、ＲＧＢデータをＣＭＹＫデータに変換する第１のプロフ
ァイルが設けられている。これは別のプロファイルによる別の変換の後に配置されている
。このようなプロファイルのうちの１つはこの場合には例えば、総インキ塗布を制限する
および／または低減する。択一的または付加的なプロファイルが色データの付加的な変換
を生じさせてもよい。複数のこの種の付加的なプロファイルを、１つの別のプロファイル
にまとめることができる。しかし特定の特性適合のために複数の変換段を設けることによ
って、これらを柔軟に組み合わせることができるという利点が得られる。印刷製品への各
要求に対する正しいおよび必要な変換段の選択並びに、各印刷環境への必要な適合が、ユ
ーザ自体によって行われても、自動的なマネージメントシステムによって行われてもよい
。インキ印加制限プロファイルによるインキ印加制限段を最後の変換段として、レーザプ
ロセス前に設けることによって、印刷機が不安定動作状態で作動されないことが保証され
る。殊に、出力システム内に設けられている１つの基本色を省いた場合には、印刷機の生
産性が向上する。なぜなら、この色の色分解版が印刷プロセスにおいて製造されなくてす
むからである。付加的な基本色を使用する場合には、必要なインキ量、ひいてはコストが
低減される。これによって、印刷製品を製造するためのコストが低減される。
【００３７】
　入力データは殊に、４色印刷プロセス（１つの暗い、例えば有鮮色、例えば３つの明る
い有鮮色）の特徴付けのためのトナー値組み合わせを有する入力データセットに関する。
これらの色は殊にシアン、マゼンタ、イエローおよびブラックである。この出力データセ
ットは有利には同じように、１つの暗い、有鮮色と３つの明るい、有鮮色による４色印刷
を特徴付けるためのトーン値組み合わせを含む。
【００３８】
　有利には２つまたは３つの変換段は、具体的な印刷機の出力特性に適合されていない入
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力データを、出力特性に適合された出力データに変換させるために設けられる。
【００３９】
　図面および上記の説明においては有利な実施例が示されており、また詳細に説明したが
、それらは単なる例であり、本発明を制限することを意図したものではない。有利な実施
例が図示および説明されているに過ぎず、現在および未来においても本発明の保護範囲に
あるあらゆる変更および修正も保護されるべきことを言及しておく。
【００４０】
　本発明は、殊にコンピュータプログラム（ソフトウェア）として実現するのに殊に適し
ている。従ってこれをコンピュータプログラムモジュールとして、ディスケット、ＣＤー
ＲＯＭまたはＤＶＤといったデータ担体上のファイルとして、あるいはデータネットワー
クないしは通信ネットワークを経由するファイルとして処理することができる。上述のよ
うなものおよびそれらと同等のコンピュータプログラム製品あるいはコンピュータプログ
ラム要素も本発明の実施形態である。本発明による構造をコンピュータ、印刷機または印
刷システムにおいてそれらの前段または後段に接続されたデータ処理装置とともに適用す
ることができる。この場合、殊にコンピュータとして構成され、本発明によって使用され
る適切な制御ユニットおよび／またはデータ処理ユニットがさらに、それ自体既知である
技術的な装置、例えば入力手段（キーボード、マウス、タッチスクリーン）、少なくとも
１つのマイクロプロセッサ、少なくとも１つのデータバスおよび／または制御バス、少な
くとも１つの表示装置（モニター、ディスプレイ）並びに少なくとも１つのワークメモリ
、ハードディスクメモリおよびネットワークカードを含んでいてよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力データへの既知の直接的な変換
【図２】カラーマネージメントによる、色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力
データへの既知の変換
【図３】本発明の第１のアスペクトに従って、色記述ＲＧＢ入力データから、適合された
色記述ＣＭＹＫ出力データを作成するための装置
【図４】本発明の第２のアスペクトに従った、接続された、シーケンシャルに実施される
べき複数の変換過程を用いた、色記述ＣＭＹＫ入力データから適合された色記述ＣＭＹＫ
出力データの作成
【図５】図３に示された、色記述ＲＧＢ入力データから色記述ＣＭＹＫ出力データへ変換
するための装置であって、ここでは色記述ＣＮＹＫ入力データによって既に定められてい
る特定のオブジェクトを供給するために、バイパスが設けられている
【図６】図４に示された、シーケンシャルに実施されるべき複数の変換過程であり、ここ
では、少なくとも１つの固有のオブジェクトの色記述画像データがバイパスを介して案内
される。これによって、オブジェクトの画像データに対して、出力データを生成するため
に変換の一部分のみが実行される。
【図７】図６に示された装置である。ここでは、バイパスを介して供給される、固有のオ
ブジェクトに対して定められた画像データに対して特別な変換過程が行われる。
【図８】総面積率が低減されている、色記述ＣＭＹＫ入力データのＣ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力
データへの変換過程
【図９】色記述ＣＭＹＫ入力データの、基本色ＣＭＹＫ並びに特別色青の色記述出力デー
タへの変換過程
【図１０】色記述ＣＭＹＫ入力データの、色記述Ｃ’Ｍ’Ｙ’Ｋ’出力データへの変換過
程であり、ここでは面積率が一定であり、混合色が同じである。
【図１１】色記述ＣＭＹＫ入力データの、黒色および特別色である青色の色記述出力デー
タへの変換過程
【図１２】複数のプリンターの出力のための、色記述ＲＧＢ入力データの色記述ＣＭＹＫ
データへの変換並びに、色記述ＣＭＹＫデータの特別な印刷機に適合されたＣ’Ｍ’Ｙ’
Ｋ’出力データへの後続の、機器固有の変換
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【図１３】ＣＭＹＫ入力データからＣＭＹＫ出力データへの変換のための、複数の変換部
分プロセスを概略的に示した図
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